
平城宮跡と海龍王寺の関係について

過日、東京国際フォーラムにおきまして世界遺産シンポジウムが催されましてね。
その際、世界遺産平城宮跡と海龍王寺との関係について述べさせていただきましたが、
このことについてホームページ上でも記させていただいて、より多くの方々に知って
いただこうと思います。

平城宮跡というと、大半の方々は現在原っぱになっている部分が平城宮跡だと認識されて
いると思いますが、そうではないのです。
何をかくそう、海龍王寺までが平城宮跡なのです。
このことを聞かれて、ほとんどの方々が「なんでやねん？」と思われたと思いますが、
この「なんでやねん？」について、お話をさせていただこうと思います。

現在、奈良市内に残っております各お寺は、都が平城京に移ってきた時、もしくは移って
きた後に建てられたものが多いのですが、海龍王寺の場所には、平城宮・平城京が造営
される以前からお寺もしくはお堂が存在していたという伝承がございまして、発掘調査

の際にはこのことを裏付けるかのように、飛鳥時代の瓦や建物の柱の跡が多数出土いたし
ました。
この出土品は、海龍王寺が藤原不比等さんの邸宅北東隅に位置することになったのかを
物語っておりますので、出土品についてお話を進めさせていただきます。

奈良時代の呼び方をいたしますと「平城京左京 8 条 3 坊」という表現になりますが、
現在の表現では「奈良市東九条」付近にございました姫寺というお寺（姫寺廃寺）の
場所を 1975 年に発掘調査いたしましたところ、「素弁蓮華紋瓦と複弁蓮華紋瓦」、
および、土師氏を示す墨書土器が出土いたしました。
このふたつの瓦は海龍王寺で出土した瓦と全く同じ鋳型で作られたものでしたので、
姫寺廃寺というお寺は、飛鳥時代に建立された海龍王寺の前身寺院を移築して作られた
お寺であり、土師氏を示す墨書土器から「海龍王寺の前身寺院は、土師氏の氏寺であった
可能性が極めて高い」と考えられております。

平城宮・平城京が造営された時、藤原不比等さんが邸宅を構えようとされた場所一帯は、
土師氏が支配しておりましたが、不比等さんが邸宅を構えるにあたって土師氏から土地を
譲り受けた際、邸宅の北東隅にあたる場所に土師氏の氏寺がございました。
通常、邸宅を建築する際には、前身寺院や建物等を全て取り壊すことが多かったのですが、
氏寺は全て取り壊されることなく不比等さんの邸宅に取り込まれる形で存続することと
なりましたが、この名残が残っている場所がございます。
海龍王寺の前の道を南に下りますと交差点がございますが、この交差点、整った十字路に

なっておりません。
幼少の頃から、なぜ変な交差点だな？
と思っておりましたが、前述いたしました
氏寺の存続と大きな関わりがございました。

海龍王寺のすぐ前にございます、緑で
示した南北に伸びている道は「東二坊大路」
と呼ばれ、奈良時代の条坊制に則り作られ
た道でございますが、1300 年前に制定
された道を、そっくりそのまま使っております。

条坊制に則るならば、青の点線で示しているのが本来の「東二坊大路」の位置でござい
ますが、東にずれる形で道がつけられており、平城京の条坊制の中で「東二坊大路と
一条南大路」との交差点のみが変則交差点となっております。
本来の東二坊大路を建設すると氏寺を壊さなくてはなりませんので、氏寺を存続させる

ため条坊制を無視して大路を作ったのではないかと考えられています。

後になると、藤原不比等の娘である光明皇后がお父さん（藤原不比等）の邸宅を相続され
ますが、相続をきっかけに邸宅は「平城宮光明皇后宮」となり、731 年、氏寺が海龍王寺
へと姿を変えていきますが、遣唐使として唐に渡っていた玄昉僧正が帰国して海龍王寺
の住職となったことで、天皇・皇后のためだけに仏事を行う「宮中内道場」となります。
海龍王寺が「宮中・内道場」の役目を果たすことになった際、現在に申します「リニュー
アル」をされたのでございますが、東・西・中の三金堂・講堂・僧坊・食堂等が建立され、
東西それぞれの金堂には「五重小塔」が納められ「東西両塔と三金堂」を持つ寺院となり、
小規模ながらも天皇家の寺院にふさわしい贅沢な伽藍の様式となりました。
このことは、海龍王寺の境内から「平城宮所用軒瓦と同鋳型 ( いがた ) 瓦」が、多数出土
していることが物語っており、海龍王寺（隅寺）が、藤原氏（天皇家）の寺院として整備
されていく段階で、この瓦が用いられたことは、朝廷と非常に密着していた者の寺院造営
が、官の援助によって行われたことを示しています。

731 年に海龍王寺が創建された時には「海龍王寺」という寺号はついておらず、藤原

不比等の邸宅、もしくは光明皇后宮の北東隅にあったことから「隅寺（すみでら）隅院（す
みいん）と呼ばれておりましたが、玄昉僧正が初代の住職に就いた時に、聖武天皇から
寺号を「海龍王寺」と定められました。
この隅寺という名前の由来、法華寺さんの隅にあったから隅寺と呼ばれるようになった
との説がございますが、この誤解を解くために順を追って説明いたします。
皇后宮が法華寺へと変遷いたしましたので「皇后宮イコール法華寺」との捉え方のもと、
「法華寺の隅に海龍王寺が位置している」との認識がなされたのでしょうが、年表から
捉えるならば、法華寺創建以前から「隅寺」という名称で呼ばれておりましたので
「藤原不比等の邸宅、もしくは光明皇后宮の北東隅」という捉え方が適切ではないでしょうか。

先に述べました変則交差点は、藤原不比等さんの強い思いが形として表されたものでは
ないかと思いますので、海龍王寺・法華寺にお見えになられた際、この交差点で
藤原不比等さんの思いを感じていただければ幸いでございます。

（参考文献：海龍王寺前身寺院と姫寺廃寺 甲斐弓子 帝塚山大学考古学研究所特別研究員）
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藤原不比等が亡く なる。 藤原不比等の邸宅
を光明皇后が相続し、 光明皇后宮 ( 皇后の住
む宮殿 ) となる。

年号 藤原不比等邸の推移 法華寺の推移 海龍王寺の推移

飛鳥時代

皇后宮が宮寺 ( 法華寺 ) となる。

土師氏の氏寺として創建される

養老 4 年 (720 年 )

隅寺として創建される。天平 3 年 (731 年 )

玄昉が住職となり、聖武天皇から寺号を 海
龍王寺と定められる。

天平 7 年 (735 年 )

天平 17 年 (745 年 )


